
奈
良
県
訓
令
第
十
三
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

奈
良
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
奈
良
県
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
二
条
第
四
号
中
「
及
び
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
セ
ン
タ
ー
及
び
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
二
名
」
を
「
三
名
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
の

職
に
あ
る
者
及
び
人
事
課
長
の
職
に
あ
る
者
」
を
「
次
に
掲
げ
る
者
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を

加
え
る
。

一

総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
の
職
に
あ
る
者

二

人
事
課
長
の
職
に
あ
る
者

三

行
政
・
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
長
の
職
に
あ
る
者

第
六
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
副
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
順
序
は
、
前
項
各
号
の
順
序
と
す
る
。

第
六
条
第
四
項
を
削
る
。
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